
議案第38号 

 

財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年大磯

町条例第15号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 取得する財産及び数量   

 iPad（Apple社製） 第11世代 2,639台 

 

２ 取得金額 

137,249,112円（税込み） 

 

３ 契約の相手方 

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町一丁目４番地１ 

株式会社有隣堂 

代表取締役 松信 健太郎 

 

 

  令和８年６月２日提出 

 

大磯町長 池田 東一郎 


